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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社の連結子会社である株式会社バリューサポート（以下「バリューサポート」といいます。）の旅行事業外販部門

の売上計上に関し、会計監査人からの指摘により当社は社内調査を行っていたところ、当該部門の一従業員より当該従

業員が担当した平成26年12月期における取引案件の一部について架空の売上及び仕入計上を行った旨の申告がありまし

た。これを受けて当社は、平成27年１月23日外部の有識者を中心に構成される特別調査委員会を設置し、不適切な会計

処理に関する事実関係等の調査を行い、その調査結果及び再発防止策につき報告を受け検証・検討を行いました。その

結果、当社はバリューサポートにおいて行われた不適切な会計処理に関して、それらが本来処理されるべきであった決

算期に遡って決算の訂正を行うことといたしました。

　これらの決算訂正により、当社が平成26年11月14日に提出いたしました第14期第３四半期（自　平成26年７月１日　

至　平成26年９月30日）に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７

第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、明治監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レ

ビュー報告書を添付しております。

　また、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、XBRLの修正も行いましたので併せて修正後のXBRL

形式データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績の状況

(2）財政状態の分析

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

(2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

注記事項

（セグメント情報等）

（１株当たり情報）
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３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第３四半期
連結累計期間

第14期
第３四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年９月30日

自平成26年１月１日
至平成26年９月30日

自平成25年１月１日
至平成25年12月31日

売上高 （千円） 1,452,033 1,486,404 1,943,227

経常利益 （千円） 245,905 197,492 314,527

四半期（当期）純利益 （千円） 142,655 101,881 187,266

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 142,655 103,811 187,266

純資産額 （千円） 942,417 1,646,840 1,537,187

総資産額 （千円） 3,894,691 4,496,697 4,564,861

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 71.43 38.96 87.24

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － 35.07 75.02

自己資本比率 （％） 24.2 36.3 33.7

 

回次
第13期

第３四半期
連結会計期間

第14期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 20.35 8.47

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、第13期

第３四半期連結累計期間においては当社株式は非上場のため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。

４．当社は、平成26年７月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年９月１日付で普通株式１株につき２株の

株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期

（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率引上げ後の個人消費の落ち込みが長引いておりま

すが、その影響も徐々に薄れつつあり、企業収益の改善や設備投資の回復も見られ緩やかながらも回復基調が続き

ました。

そのような環境のもと、当社グループは、「健康管理のインフラを目指す」を事業ビジョンとして、健康保険組

合、企業、個人を対象に健康管理サービスを提供しております。具体的には、一人ひとりの健康診断や健康管理の

行動をサポートする健康管理システムの提供、及び健康診断や健康行動に関するデータ管理、並びに企業や健康保

険組合の健康管理業務のアウトソーシングの受託を事業の柱として展開しております。特に、日本再興戦略に基づ

き健康保険組合が実施主体となるデータヘルス計画や企業での産業保健活動への取り組みが高まりを見せるなか、

独自に開発した健康管理システム「バリューカフェテリア®システム」及び健診予約システムや健診結果管理シス

テム等の販売と健康保険組合や企業での新たな需要を捉えた機能強化を推し進めてまいりました。また、健康診断

の予約や健康診断結果の管理と保健指導に係る事務代行業務、健康保険組合支援事業としての健康保険組合の設立

支援コンサルティング及び健康保険組合事務局への人材派遣業務も推進し、新規顧客の開拓と既存顧客の深耕の両

面から当社グループ事業の基盤強化に取り組んでまいりました。

当第３四半期連結累計期間におきましては、新たに設立された健康保険組合へのバリューカフェテリア®システ

ムの提供が開始されたことや既存の契約団体に対する健康診断の実施に係る代行業務の増加により、システム利用

料及び健康診断データの管理収入等をはじめとする事務代行料等が増加しました。また、新設健康保険組合事務局

への人材派遣による派遣売上の増加及び健康保険組合の設立支援コンサルティングは新規案件の受注が増加しまし

た。一方、健康診断関連の代行業務での労務費が増加しました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,486,404千円（前年同四半期比2.4％増）、営業利益は

245,965千円（前年同四半期比14.9％減）、経常利益は197,492千円（前年同四半期比19.7％減）、四半期純利益は

101,881千円（前年同四半期比28.6％減）となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

バリューカフェテリア事業

　　当第３四半期連結累計期間は新たに設立された健康保険組合へのバリューカフェテリア®システムの提供が開始

されたことによりシステム利用料売上が増加しました。また、既存の契約団体への健康診断の実施に係る代行業務

の増加により、健康診断データの管理収入等をはじめとする事務代行料等並びに健診手数料収入が増加しました。

一方、カフェテリアサービスの事務取扱手数料収入等が減少し、健康診断関連の代行業務において労務費が増加し

ました。これにより、売上高は1,097,793千円（前年同四半期比0.9％減）、営業利益は338,766千円（前年同四半

期比10.9％減）となりました。

 

ＨＲマネジメント事業

　　当第３四半期連結累計期間は主に新たに設立された健康保険組合事務局の運営支援としての人材派遣が開始され

たことによる派遣売上等が増加しました。また、健康保険組合の設立支援コンサルティングは新規案件の受注が増

加しました。これにより、売上高は388,610千円（前年同四半期比12.8％増）、営業利益は150,744千円（前年同四

半期比13.0％増）となりました。
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　(2）財政状態の分析

（資　産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は1,977,442千円（前連結会計年度末は2,164,002千円）となり、

186,559千円減少しました。これは、現金及び預金が145,406千円減少したこと及び売掛金が59,910千円減少したこと

が主な要因です。固定資産は2,519,254千円（前連結会計年度末は2,400,859千円）となり、118,395千円増加しまし

た。これは、有形固定資産の減価償却費を計上したことにより減少しましたが、投資その他の資産に含まれる投資有

価証券102,648千円及び敷金及び保証金30,433千円が増加したこと等が主な要因です。これらの結果、総資産は

4,496,697千円（前連結会計年度末は4,564,861千円）となり、68,164千円の減少となりました。

（負　債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,416,208千円（前連結会計年度末は1,354,307千円）となり、

61,901千円の増加となりました。これは、短期借入金49,344千円及びその他の流動負債に含まれる営業預り金48,649

千円が増加したこと等が主な要因です。固定負債は1,433,647千円(前連結会計年度末は1,673,366千円)となり、

239,718千円の減少となりました。これは、長期借入金205,047千円及びその他の固定負債に含まれるリース債務

38,804千円が減少したこと等が主な要因です。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は1,646,840千円（前連結会計年度末は1,537,187千円）となり、

109,652千円の増加となりました。これは、四半期純利益101,881千円の計上、ストック・オプションの権利行使によ

り資本金が13,273千円増加、資本剰余金が13,268千円増加したこと及び新株予約権11,600千円が増加、並びに配当金

32,300千円の支払いによるものです。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,344,000

計 8,344,000

　　（注）平成26年７月15日開催の取締役会決議により、平成26年９月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発

行可能株式総数は4,172,000株増加し、8,344,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,659,000 2,659,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない、当社に

おける標準となる株

式であります。単元

株式は100株であり

ます。

計 2,659,000 2,659,000 － －

（注）１．当社は、平成26年７月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年９月１日付で普通株式１株につき２

株の株式分割を行いました。これにより発行済株式総数が1,329,300株増加しております。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成26年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利

行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成26年６月13日

新株予約権の数（個） 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
40,000

（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成27年７月１日

至　平成28年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,161

（注）４

資本組入額　　　581

（注）４

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調

整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない

新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株に満たない端数がある場合におい

て、これを切り捨てるものとします。

　　　　　　　　　調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割（又は併合）の比率
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２．新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

　（イ）新株予約権の行使の条件

　　　　　　①　新株予約権者は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、平成26

年７月１日から平成27年６月30日までの判定期間について、新株予約権の割当日の終値に50％

を乗じた価額（１円未満の端数は切り捨てる。）を一度でも下回った場合、新株予約権の行使

はできないものとする。

　　　　　　②　新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社

の取締役、監査役又は使用人であることを要する。

　　　　　　③　新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合で

あっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使できるものとする。

　　　　　　　（ⅰ）新株予約権者である当社又は当社の関係会社の取締役及び監査役が任期満了により当該地

位を喪失した場合、喪失した日の翌日から１年を経過するまでの間

　　　　　　　（ⅱ）新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合

　　　　　　　（ⅲ）上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合

　　　　　　④　新株予約権者の相続人による行使は認めない。ただし、新株予約権の行使の条件を満たしてい

る場合で、新株予約権の行使期間中に発生した相続に関しては、相続発生後３カ月を経過する

日又は行使期間の満了日のいずれか早い日までの間において相続人による新株予約権の行使を

認める。

　　　　　　⑤　新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認

めない。

　　　　　　⑥　新株予約権者の質入れその他一切の処分は認めない。

　　　　（ロ）新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

　　　　　　①　新株予約権者が権利行使をする前に、（注）２．（イ）の定め又は「新株予約権割当契約書」

の定めにより新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日

をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

　　　　　　②　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又

は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会

（株主総会が不要な場合は当社の取締役会）において承認された場合は、当社は当社の取締役

会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得するこ

とができる。

　　　　　　③　新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で

取得することができる。

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力

発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するこ

ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行

するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収契

約、合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい

て定めた場合に限るものとする。

　　　　（イ）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　　　　新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

　　　　（ロ）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

　　　　　　　新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付

する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ（注）１．に準じて決定

する。

　　　　（ハ）新株予約権の行使に際しての出資される財産の価額

　　　　　　　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に

当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付さ

れる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり

の金額を１円とする。
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　　　　（ニ）新株予約権を行使することができる期間

　　　　　　　新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

４．当社は平成26年７月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年９月１日付で普通株式１株につき２

株の株式分割を行いました。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年７月１日～

平成26年８月31日

（注１）

10,900 1,329,300 3,823 424,258 3,822 406,193

平成26年９月１日

（注２）
1,329,300 2,658,600 － 424,258 － 406,193

平成26年９月１日～

平成26年９月30日

（注１）

400 2,659,000 70 424,328 70 406,263

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　　　　　当第３四半期会計期間期末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

　　　　記載することができないことから、直前の基準日（平成26年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

　　　　ます。

平成26年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　1,328,500 13,285 －

単元未満株式 普通株式　　　　800 － －

発行済株式総数 1,329,300 － －

総株主の議決権 － 13,285 －

　　（注）当社は、平成26年７月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年９月１日付で普通株式１株につき２株の株

式分割を行っております。なお、上記は株式分割前の株式数にて記載をしております。

 

②【自己株式等】
 

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、明治監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出していますが、訂

正後の四半期連結財務諸表について、明治監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,641,657 1,496,251

売掛金 233,743 173,833

商品 1,568 1,395

仕掛品 1,272 1,199

貯蔵品 5,939 7,450

その他 279,820 297,559

貸倒引当金 － △247

流動資産合計 2,164,002 1,977,442

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 793,530 773,281

土地 1,383,681 1,383,681

その他（純額） 37,983 47,797

有形固定資産合計 2,215,195 2,204,760

無形固定資産 101,914 98,812

投資その他の資産   

その他 115,448 266,988

貸倒引当金 △31,698 △51,306

投資その他の資産合計 83,749 215,681

固定資産合計 2,400,859 2,519,254

資産合計 4,564,861 4,496,697

負債の部   

流動負債   

買掛金 84,641 81,572

短期借入金 158,040 207,384

未払法人税等 63,057 42,785

その他 1,048,568 1,084,467

流動負債合計 1,354,307 1,416,208

固定負債   

長期借入金 1,519,855 1,314,808

その他 153,511 118,839

固定負債合計 1,673,366 1,433,647

負債合計 3,027,673 2,849,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 411,055 424,328

資本剰余金 454,975 468,243

利益剰余金 671,157 740,739

株主資本合計 1,537,187 1,633,310

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 1,929

その他の包括利益累計額合計 － 1,929

新株予約権 － 11,600

純資産合計 1,537,187 1,646,840

負債純資産合計 4,564,861 4,496,697
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 1,452,033 1,486,404

売上原価 826,109 845,309

売上総利益 625,924 641,095

販売費及び一般管理費 336,784 395,130

営業利益 289,139 245,965

営業外収益   

受取利息 448 256

補助金収入 7,400 800

その他 299 2,398

営業外収益合計 8,147 3,454

営業外費用   

支払利息 30,388 26,852

株式公開費用 18,448 －

貸倒引当金繰入額 － 19,608

その他 2,544 5,466

営業外費用合計 51,381 51,927

経常利益 245,905 197,492

特別損失   

固定資産除却損 － 247

特別損失合計 － 247

税金等調整前四半期純利益 245,905 197,244

法人税等 103,250 95,363

少数株主損益調整前四半期純利益 142,655 101,881

四半期純利益 142,655 101,881
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 142,655 101,881

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 1,929

その他の包括利益合計 － 1,929

四半期包括利益 142,655 103,811

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 142,655 103,811

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日）

減価償却費 66,429千円 66,816千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日）

１．配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月27日

定時株主総会
普通株式 32,300 25  平成25年12月31日  平成26年３月28日 利益剰余金

（注）当社は、平成26年７月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式

分割を行いましたが、上記の１株当たり配当額は当該株式分割前の実際の配当額を記載しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
バリューカフェ
テリア事業

ＨＲマネジメ
ント事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 1,107,427 344,605 1,452,033 － 1,452,033

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,107,427 344,605 1,452,033 － 1,452,033

セグメント利益 380,136 133,415 513,551 △224,411 289,139

（注）　１．セグメント利益の調整額△224,411千円は、各報告セグメントに配賦不能な全社費用であり、当社の管理

部門にかかる費用であります。

　　　　　２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
バリューカフェ
テリア事業

ＨＲマネジメ
ント事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 1,097,793 388,610 1,486,404 － 1,486,404

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,097,793 388,610 1,486,404 － 1,486,404

セグメント利益 338,766 150,744 489,510 △243,545 245,965

（注）　１．セグメント利益の調整額△243,545千円は、各報告セグメントに配賦不能な全社費用であり、当社の管理

部門にかかる費用であります。

　　　　　２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年９月30日）

(1)１株当たり四半期純利益金額 71円43銭 38円96銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 142,655 101,881

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 142,655 101,881

普通株式の期中平均株式数（株） 1,996,989 2,614,466

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 35円07銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 290,006

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（注）１．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場のため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．当社は、平成26年７月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年９月１日付で普通株式１株につき２株の

株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純

利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月17日

株式会社バリューＨＲ

取締役会　御中

 

明治監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 堀江　清久　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 来田　弘一郎　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社バ

リューＨＲの平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年７月１日

から平成26年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年９月30日まで）に係る訂正後

の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社バリューＨＲ及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、

当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成26年11月11日に四半期レビュー報告書を提出した。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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